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第３次男女共同参画計画策定にあたって 
 
 
 

1999 年（平成 11 年）に、我が国が「男女共同参

画社会基本法」を施行してから 16 年が経過しよう

としています。 
私達を取り巻く社会は、少子高齢化の進行、国際

化、情報化の進展、経済情勢の変化など大きく様変

わりするなかで、人々の価値観も多様化し、ものの

考え方も大きく変わってきました。 
女性だから、男性だからという性別役割分担にと

らわれず、総合的な視野と責任感を持って、自発的

に地域や社会活動に参画して、個人が本来もってい

る能力を、十分に発揮できる社会の実現が強く求め

られています。 
男女が社会の対等な一員として社会のあらゆる

分野に参画する機会が確保され、均等に社会的、政

治的、経済的な利益を享受でき、共に責任を担うべ

き社会の構築を今後もさらに推進していかなければなりません。 
当市では、平成 17 年 3 月に「第 1 次男女共同参画計画」、平成 22 年 3 月に「第 2 次

男女共同参画計画」を策定、また平成 20 年 2 月には「飯山市男女共同参画社会づくり

条例」を施行し、市民だれもがのびやかに、いきいきと暮らすことができ、活力溢れる

飯山市を築くことを目指してきました。 
今回、策定いたしました第 3 次男女共同参画計画は、平成 27 年度から 31 年度までの

5 か年の計画であり、今までの成果・反省を踏まえ、新たな課題に適切に対応するなど

より一層の推進を図るため見直したものです。 
最後に、今回、第 3 次飯山市男女共同参画計画の策定に携わっていただいた策定委員

の皆様に厚く御礼申し上げます。 
 
 

平成２７年７月 
 
 

                    飯山市長 足立 正則 
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計画策定の趣旨 

 
21世紀は「人権の世紀」といわれ、男女が互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別に

かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を強く求められてい

ます。 

男女平等の社会の実現は、国際的課題として提起されているものであり、我が国においては、

日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた取り組みが着実に

進められてきていますが、現状を見ると、男女の人権の尊重と男女平等に向けた取り組みになお

一層の努力が必要とされています。 

このような状況の中、1999（平成11）年6月に、男女共同参画社会基本法が公布・施行され、

男女共同参画社会の形成に関する5つの基本理念や、国、地方公共団体、国民の責務が定められ

ました。 

飯山市においてはこれまで、女性行動計画「いいやま女性プラン21」（計画期間：平成12年～

16年）、第１次男女共同参画計画「いいやま男女共同参画プラン21」（計画期間：平成17年～21

年）、第2次男女共同参画計画「いいやま男女共同参画プラン21」（計画期間：平成22年～26年）

を策定し、女性の地位と福祉の向上をはじめ、あらゆる分野で、男女が共同でまちづくりをすす

める男女共同参画社会の形成に取り組み、一定の成果をあげてきました。 

先の見えにくい現代において、人々の意識も生き方も多様化しています。今後より一層、性別

による固定的役割意識にとらわれず男女が互いに平等な立場で自立し協力しあい、共にいきいき

暮らせる社会づくりが求められます。 

第3次男女共同参画計画は、「飯山市男女共同参画社会づくり条例」及び国の「男女共同参画

基本計画（第3次）」、長野県の「第3次男女共同参画計画」を受けて、本市のこれまでの取り組

みの成果を踏まえ、その内容を継承しつつさらに充実発展させ、飯山市として取り組むべき方針

や施策を示すとともに、市民一人ひとりがどのように関わっていくかを明らかにしたものです。 

 

 

計画の期間 
 

2015（平成27）年度から2019（平成31）年度までの5か年とします。 
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計画策定の背景 

 
○世界では 

計国連は1975 (昭和50)年を「国際婦人年」と提唱して世界女性会議を開催し、「世界行動計画」

を採択しました。これに続く「国連婦人の10年」（1976年～1985年）を契機に女性の人権擁護と

男女平等の実現のための国際的な行動が開始されました。 

1979 (昭和54)年には国連総会において「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

約」（女子差別撤廃条約）が採択されました。この条約は性による差別の禁止と差別撤廃のため

の法整備をはじめ、慣習や慣行、個人の意識も改革することを求めています。 

1985（昭和60）年に「国連婦人の10年」を締めくくる世界会議がナイロビで開かれ、各国が取

り組むべき施策の指針となる「西暦2000年に向けての婦人の地位向上のための将来戦略」（ナイ

ロビ将来戦略）が採択されました。 

1995(平成7)年に北京で開催された第4回世界女性会議では、「女性の権利は人権である」とう

たわれた「北京宣言」と「行動綱領」が採択されました。 

2000 (平成12)年に国連特別総会「女性2000年会議」がニューヨークで開催され、北京宣言及

び行動綱領のさらなる実施に向けて各国が今後取るべき行動などを盛り込んだ「成果文書」と「政

治宣言」が採択されました。 

2005(平成17)年には、第49回国連婦人の地位委員会（国連「北京＋10」世界閣僚級会合）が国

連本部で開催され、「『北京宣言及び行動綱領』及び『女性2000年会議成果文書』を再確認、2010(平

成22)年の、第54回国連婦人の地位委員会（国連「北京＋15」世界閣僚級会合）では、同『北京

宣言及び行動綱領』及び『女性2000年会議成果文書』の実施状況の評価が行われ、これらの完全

実施に向けた一層の取組を国際社会に求める宣言が採択されました。 

2009（平成21）年には、国連の「女子差別撤廃委員会」が開催され、日本における女性差別の

現状が6年ぶりに審査され、女性が離婚後6ヶ月しないと再婚できない民法733条の規定、夫婦同

姓、結婚可能年齢の男女差など民法の差別的規定の改正や女性の雇用環境の改善などについて、

早急に行動すること等が勧告されました。 

2011（平成23）年、国連の「女子差別撤廃委員会」は、日本の女子差別撤廃条約実施状況に関

する第6回目の報告を審議し、女性差別解消に向けた日本政府の取り組みが進んでいないことを

指摘する最終見解を示しました。 

 

○日本では 

1945 (昭和20)年に女性の参政権が認められ、翌年公布された「日本国憲法」には、法の下の

男女平等が明記されました。 

女性の地位向上をめざす世界的な気運の高まりを背景に、1975 (昭和50)年に「婦人問題企画

推進本部」を設置し、世界行動計画を受け1977(昭和52)年に「国内行動計画」を策定しました。

また、女子に対する差別を撤廃し、男女平等を具体化するため、国連で採択された「女子差別撤

廃条約」の批准に向けて、男女雇用機会均等法の制定、家庭科の男女共修等の法整備を進め、1985 

(昭和60)年に条約を批准しました。さらに1987 (昭和62)年には「西暦2000年に向けての新国内
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行動計画」を策定しました。 

1994(平成6)年に、内閣総理大臣を本部長とする「男女共同参画推進本部」と、総理府に「男

女共同参画室」を設置し推進体制を整備しました。1996 (平成8)年には政府の国内行動計画「男

女共同参画2000 年プラン」を策定し、施策の基本的方法と具体的な施策の内容を示しました。 

1999 (平成11)年「男女共同参画社会基本法」を制定し、2000 (平成12)年には基本法に基づく

「男女共同参画基本計画」を策定し基本的方向や具体的施策の内容を明らかにしました。 

2001 (平成13)年には内閣府に「男女共同参画局」「男女共同参画会議」が設置され推進体制

が強化されました。 

2005 (平成17)年には、「男女共同参画基本計画（第2次）」を閣議決定しました。本計画には、

特に重点的に取り組む事項として、2020年までに、社会のあらゆる分野において指導的地位に占

める女性の割合が少なくとも30％程度になるよう期待し、各分野の取組を推進することや、女性

の再チャレンジ支援策などが盛り込まれました。 

2006（平成18）年には、「男女雇用機会均等法」、2007（平成19）年には「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に関する法律」、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が

改正され、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」が策定されました。 

2008（平成20）年に「次世代育成支援対策推進法」が改正され、従業員の仕事と子育ての両立

を支援するための環境の整備等が定められ、2009（平成21）年には、「育児・介護休業法」が改

正され、男性の育児参加促進、仕事と育児・介護の両立支援のため、育児・介護のための休暇の

範囲が拡大されました。 

2010（平成22）年には「第３次男女共同参画基本計画」が策定され、少子高齢化や社会経済情

勢の変化等に対応した「男性、子どもにとっての男女共同参画」など15の重点分野が掲げられた

ほか、各分野に成果目標が設定されました。 

 

○長野県では 

1977 (昭和52)年、社会部に女性行政の担当係を設置し、1984 (昭和59)年には、拠点施設とし

て岡谷市に全国で5番目となる「長野県婦人総合センター」を設置し、現在は「長野県男女共同

参画センター（あいとぴあ）」と改称されています。 

1980 (昭和55)年には「長野県婦人行動計画（第1次）」を策定。以来、「新長野県婦人行動計

画（第2次）」「さわやか信州女性プラン（第3次）」「信州女性プラン21(第4次)」、長野県男

女共同参画計画「パートナーシップ21」を経て2007 (平成19)年「第2次長野県男女共同参画計画」

が策定されました。 

1978 (昭和53)年、婦人の地位と福祉の向上を目指した官民一体の推進団体として、36 団体・

機関からなる「長野県婦人問題県民会議」が発足し「男女共同参画フェスティバル」や地域集会

を実施し、行政と一体となって地域における女性問題の解決の推進役として活動してきたほか、

女性総合センターの設置や女性行動計画の策定にも関わってきました。2001 (平成13)年には、

名称を「長野県男女共同参画推進県民会議」に改め、男女共同参画社会の実現に向けた活動を行

っています。 

2002 (平成14)年12月には「長野県男女共同参画社会づくり条例」が制定され、現在「第3次長

野県男女共同参画計画」（平成23～27年度）をもとに、「企画局人権・男女共同参画課」によっ

て諸施策が推進されています。 
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○飯山市では 

市制発足以前から女性の地位を高め意識の向上を目指して、さまざまな女性団体が連携し、自

主的活動を行うことにより、女性が抱えている問題を総合的に解決するよう活動してきました。 

そして、女性を中心とする多くの市民から、「女性行動計画」の策定を望む声が高まり、1997 

(平成9)年、「女性問題懇話会」が発足し、男女共同参画社会の形成のために「女性行動計画」

の必要性が確認され、2000(平成12)年、第1次飯山市女性行動計画「いいやま女性プラン21」が

策定され、2005 (平成17)年第1次男女共同参画計画「いいやま男女共同参画プラン21」が策定さ

れました。2001（平成13）年には市民有志の推進組織として、「いいやま男女共同参画市民会議」

が発足し行政とともに推進を図ってきました。 

女性行政を担当する市の組織として、1999(平成11)年、教育委員会生涯学習課に「女性係」を

設置し、2001(平成13)年に、組織改正により総務部人権政策課男女共同参画係を設置しました。

また同年、「飯山市男女共同参画推進委員会」を設置し、さらに2004(平成16)年に「飯山市男女

共同参画コミュニケーター」を設置して、推進方法の検討や調査・研究・地域啓発に取り組んで

きました。 

2008 (平成20)年「飯山市男女共同参画社会づくり条例」が制定されました。 

2010（平成22）年には第2次男女共同参画計画「いいやま男女共同参画プラン21」を策定し、

時代によって移り変わる課題や問題点に取り組んできました。また、2012（平成24）年には、「飯

山市人権政策に関する基本方針」が策定され、この中でも「男女共同参画推進」は重要課題とし

て位置付けられています。 

今回、第3次男女共同参画計画「いいやま男女共同参画プラン21」（平成27～31年度）を策定

するにあたり、第１次・第2次計画での到達点や新たな課題を明らかにするため、「男女共同参

画に関する市民意識調査」を行い、策定委員会で前回との比較検討をする作業を行いました。そ

の結果、男女共に徐々にではありますが全体的な意識の向上がみられ、今後も継続して今までの

施策を推進していくことが必要であるという結論になりました。このような現状を踏まえて、基

本的に第2次男女共同参画計画の施策と体系を継承しつつ、時代に合った課題について適切な施

策を進めるよう計画を策定しました。 

第2次男女共同参画計画「いいやま男女共同参画プラン21」の計画期間が終了するにあたって、

条例に基づき地域の実情にあった「第3次飯山市男女共同参画計画」をここに策定し、真の男女

共同参画社会づくりに向けて取り組みます。 
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計画の体系 
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第２章  

計画の内容 
 

第１節 男女平等を進めるための意識づくり 

1意識啓発と慣習の見直し 

2人権尊重と男女平等の教育・学習 

3公衆に表示する情報における男女の人権尊重 

4国際社会の一員としての男女共同参画意識の醸成 

 

第２節 男女が共に参画できる環境づくり 

                       1仕事と家庭生活が両立できる環境の整備 

                       2地域組織・行政機関等における女性の参画促進 

                       3雇用の場における男女の均等な機会と待遇の確保 

                       4農林業・商工業等の自営業における環境の整備 

                       5子育て支援と介護福祉の充実 

 

第３節 健康で生きがいのある生活づくり 

                       1生涯を通じての性と生殖に関する健康支援 

                       2男女間のあらゆる暴力の根絶 
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第１節 男女平等を進めるための意識づくり 
 

①意識啓発と慣習の見直し 

現状と課題  

男女が固定的な性別役割分担意識に縛られず、お互いを尊重し認め合うことのできる社会の形

成には、子どもから高齢者まで世代間を超えて家庭や地域といった身近な環境での意識づくりが

必要です。 

平成26年度に実施した飯山市における「男女共同参画に関する市民意識調査」（以下「市民意

識調査」）では、「男女差別がある」と答えた人の割合が52.3%で、半数近くの人が未だに差別

を感じていることがうかがえます。このうち女性が56.3%で、差別を感じている割合は女性が多

いのが現状です。しかし、「男女差別がある」と思っている人は徐々に減少傾向にあり、10年前

に比べると地域や社会が少しずつ意識改善されてきています。 

「男女差別がある」と答えた人のうち、「どこで差別を感じるか」という問いに対して、「家

庭で」という回答が5年前の調査に比べて6.2%増加しており、回答者の割合も女性が63.5%となっ

ています。世代によって考え方に差があるのが現状ですが、まず家族同士の思いやりと協力が男

女の固定的な性別役割分担を解消していく第１歩です。 

地域の神事・祭事に関しては、古くからの慣習が強く男性主体で行われているのが現状です。

しきたりなどを変えていくことは非常に困難ではありますが、住民同士が意見を出し合い、女性

も参加意識を強く持つなど、できることからより良い方向へ変えていくことも必要です。 

また、子どもに受けさせたい教育では男子女子共に「大学・大学院まで」が5年前の調査に比

べて増加傾向にあり、それに伴い「本人が望むところまで」と答える人は減少しています。その

うち、「女子の場合」の回答が26.0%と5年前の調査に比べて男子より伸び率が大きいことから、

女子を子どもに持つ親のより高い教育への関心が高まっていることがうかがえます。 

 

H26 市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

問 1 あなたは男女差別があると思いますか 

問 1 Q-1  問 1 であるを選んだ方にお聞きします どのようなところで差別を感じましたか 
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課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ 意識啓発の促進 

 ○家庭生活において互いに工夫をし、家事・育児・介護等に関しても家族みんなで協力し合う

意識を持ちましょう。 

 ○家庭の日（毎月第3日曜日）などは家族と向き合い、「男だから、女だから」という決めつ

けからくる家庭内の問題がないか話し合いの場を持ちましょう。 

 ○地域の催しや公民館事業などに積極的に参加し、視野を広く持つことで「男だから、女だか

ら」という意識にとらわれない心を養いましょう。 

 □教育や福祉部署と連携し、家庭問題等に関して開かれた相談窓口の充実、広報に努める。 

 □市報・Iネット・ホームページなどを活用し、市民への情報提供に努める。 

 □公民館等と連携し、男女共同参画に関した講演会や学習会の充実を図る。 

 

２ 家庭や地域における慣習・しきたりの見直し 

 ○地区や集落において、伝統行事や催し物などでの男女の役割について話し合い見直しを行い

ましょう。 

 ○地域の集会などで積極的に女性の意見を求め、女性も積極的に発言する意識を持ち、良い意

見は取り入れていきましょう。 

 □地区・集落での男女共同参画に関する学習会の充実を図る。 

 □飯山市人権同和・男女共同参画地域推進員や飯山市男女共同参画コミュニケーターと連携し、

地域交流や学習会での啓発促進を図る。 

 □「女性と市長のふれあいトーク」促進を図り、行政に対しての女性の声を取り上げていく。 

問 4 あなたは子どもにどの程度、教育を受けさせたいと思いますか 

・男の子の場合 

・女の子の場合 
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②人権尊重と男女平等の教育・学習 

現状と課題 

子どもの人間形成にとって親や祖父母の意識、日頃の言動や生活態度などは、非常に大きな影

響を及ぼします。年代によって考え方が違う現状もありますが、夫婦間のみならず祖父母も含め

た家族としてのお互いを認め合う人権尊重の家庭づくりを推進していかなければなりません。 

学校教育等の現場でも、幼少期からの「男女がお互いに尊重し合うための教育」は不可欠です。

飯山市では幼稚園・保育園、小中学校、高校と一貫した人権教育を推進するため、毎年「人権教

育公開保育・授業」を各園・校で実施し、行政関係者と教育関係者の学習・研修の場としていま

す。明日の飯山市を担う子供たちのため今後もいっそうの充実を図る必要があります。 

また、生涯学習の場ではこれまで圧倒的に女性の参加率が多く、女性の地位向上や社会進出を

図る多くの取り組みが行われてきました。市民意識調査でも「地域活動（区の行事、公民館等）

に参加したことがありますか」という問いに対し、「ある」と答えた人が82.2%と5年前に比べて

2.5%増加しています。公民館事業は生涯学習の代表的な存在ですが、近年男性の参加が増加傾向

にあります。理由の一つとして、団塊世代の自由時間が増えたことも考えられますが、趣味や自

分磨きに興味を持ち、新しく生きがいを発掘していく意欲のある男性が増えてきたとも考えられ

ます。また、子育て世代の男性が親子参加事業へ積極的に参加していることも良い傾向と言えま

す。 

一方、女性の参加が減少傾向にあり、特に趣味コースの参加は著しく減少しています。原因は

定かではありませんが、背景に子育てや介護が少なからず関係していることも考えられます。 

講演会や各種教室などでお互いの人権を尊重する意識を育て男女の協力・理解のもと、地域活

動を進めていくことは暮らしやすい地域づくりにつながります。 

 

H26 市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 9 地域活動（区の行事、公民館等）に参加したことがありますか 
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※飯山市公民館資料より作成 

 

 

課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ 家庭・地域における教育・学習機会の充実 

 ○子どもが人と命を大切にする意識を持つよう家族ぐるみで育てましょう。 

 ○家庭や地域で男女平等に対する世代間の意識格差を解消していくよう話し合いましょう。 

 □地区や集落単位の講演会・学習会を積極的に開催し、男女共同参画に関する意識向上を図る。 

 □公民館等と連携し、男女共同参画に関した講演会や学習会の充実を図る。 

 □講座・講演会の際、託児を積極的に取り入れていく。 

 

２ 保育園・幼稚園・学校における教育の推進 

 ○「男だから、女だから」という意識を持たないよう、一緒に子育てを見直しましょう。 

 □幼稚園・保育園及び小中・高等学校での一貫した人権教育を推進し、公開授業での学習や意

思疎通など拡充を図る。 

 

 

 

 

 

 

公民館事業参加者数対比表（H20,H25） 

    
平成 20 年度（人） 平成 25 年度（人） 対比(%) ※H20=100% 

男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 

親子のふれあい広場 0 620 620 240 451 691  72.7 111.5 

雪

国

大

学 

教養セミナー 193 259 452 334 225 559 173.1 86.9 123.7 

子育てセミナー 1 135 136 60 280 340 6000 207.4 250.0 

女性セミナー 0 185 185 0 181 181  97.8 97.8 

趣味コース 346 1,376 1,722 450 869 1,319 130.1 63.2 76.6 

歴史セミナー 65 40 105 188 180 368 289.2 450.0 350.5 

文学セミナー 54 49 103 34 32 66 63.0 65.3 64.1 

はつらつ健康教室 12 231 243 5 105 110 41.7 45.4 45.3 

      計 671 2,895 3566 1,311 2,323 3,634 195.4 80.24 101.9 



12 

69.4%

37.5%

59.9%

25.7%

30.9%

3.3%

3.3%

9.4%

73.8%

37.7%

66.4%

33.6%

33.6%

2.0%

3.9%

8.8%

71.9%

37.8%

65.2%

29.6%

33.3%

2.6%

3.7%

8.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

他人を誹謗中傷する

表現を掲載すること

差別を助長する

表現を掲載すること

出会い系サイトなど

犯罪を誘発する場となっていること

捜査の対象となっている未成年者の

実名や顔写真を掲載すること

ネットポルノが

存在していること

ないと思う

その他

無回答

男性

女性

全体

③公衆に表示する情報における男女の人権の尊重 

現状と課題 

テレビ、新聞、雑誌などに表示されている情報は、「男だから、女だから」という意識にとら

われず、男女の多様なイメージを表現していくことが重要です。また、私たちも公衆に表示され

る情報を漠然と受け入れるのではなく、男女平等の視点をもって常に注意深く情報を読み解く意

識を持つことが大切です。 

市が発信する広報紙やポスター、iネット等の情報はもとより、地域の催し物などのチラシに

いたるまで男女の人権に対する配慮を欠いた表現がなされないよう自主的な取り組みが求めら

れます。 

平成25年11月に実施した「人権に関する市民意識調査」では「インターネットによる人権侵害

に関し、現在どのような問題が起きていると思いますか（複数回答）」という問いに対し、「他

人を誹謗中傷する表現を掲載すること」と答えた人が男女ともに最も多く、中でも女性の回答者

は73.8%となっています。次いで「出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること」、

「差別を助長する表現を掲載すること」と続いています。 

私たちを取り巻く通信手段も、フェイスブックやツイッターなどのSNS（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）やスマートフォンでのラインなど年々多様化し、個人で手軽に情報発信

できる時代になってきており、今後もいっそうの啓発活動等自主的な取り組みが必要です。 

 

●人権に関する市民意識調査（H25.11実施） 

 

インターネットによる人権侵害に関し、現在どのような問題が起きていると思いますか（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に 
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課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ 「男だから、女だから」という意識にとらわれない表現と人権尊重の推進 

 ○テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどあらゆる情報に対して、男女平等の視点から「男

だから、女だから」という固定的な表現がないか常に意識しましょう。 

 ○市や地域が主催する講座・講演会などに積極的に参加し、メディアにおける表現等を主体的

に読み解く力を向上させましょう。 

 □市の広報をはじめ、地域のあらゆる出版物の表現方法について、固定的性別役割分担等（男

だから、女だから）の偏った表現にならないよう取り組む。 

 □男女平等に視点をおいた地区・集落学習会や講演会を開催し、固定的性別役割意識（男だか

ら、女だから）の解消を目指す。 
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④国際社会の一員としての男女共同参画意識の醸成 

現状と課題 
昭和54年（1979年）国連において女子差別撤廃条約が採択されてから36年が経過しました。日

本は昭和60年（1985年）にこの条約を批准し、その後、男女雇用機会均等法の制定など女性の地

位向上のため、様々な施策に取り組んできました。 

21世紀は人権の世紀といわれ、女性の地位向上についても改善の兆しをみせていますが、国際

的には未だに「女性の人権」に関して軽視している国があるのも事実です。 

平成26年7月に国連開発計画が発表した「人間開発報告書2014」では、保健分野・湧活（人び

とに夢や希望を与え、勇気づけ、人が本来持っているすばらしい生きる力を湧き出させることな

ど）・労働市場の3つの側面から構成された「ジェンダー不平等指数」では、日本は152ヶ国中25
位であり、日本の妊産婦死亡率の低さが評価されるなど高い水準を示しています。 

また、長寿で健康な生活・知識・人間らしい生活水準の3つの側面を男女別の比率で示した「ジ

ェンダー開発指数」でも148ヶ国中79位であり、これらの分野では世界的にある程度高い順位を

得ています。 
一方で、平成26年10月に世界経済フォーラムが発表した「ジェンダーギャップ指数2014」では、

経済分野・教育分野・政治分野及び保健分野のデータから男女平等の指数を求めたもので、日本

の順位は142ヶ国中104位となっており、女性政治家や女性起業家、女性教職員などの公職参画率

における日本の男女平等の割合は国際的に低い水準に留まっていることがわかります。 

北陸新幹線飯山駅が開業し、飯山市もより国際色豊かな地へと生まれ変わろうとしています。

国際的な女性問題に関心を持ち、国際社会の一員としての自覚を持つことで多様な文化への理解

を深め、外国人との交流に積極的に参加するなど国際感覚を育成していくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ 国際社会の動向を踏まえた取組 

 ○国際的な女性問題や男女平等に関する情報に関心を持ちましょう。 

 ○多文化共生に関心を深め、相互理解のための取り組みを行いましょう。 

 □外国人を講師に招き、講演会や講座を開催する。 

 □国際交流員と連携し、啓発活動を実施するとともに地域交流の場を推進する。 

 

 

飯山市の外国人登録者数 

 H15.12.31 H21.12.31 H26.12.31 

外国人人口 226 231 223 

総人口 26,650 24,769 22,769 
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第２節 男女が共に参画できる環境づくり 
 

①仕事と家庭生活が両立できる環境の整備 

現状と課題 
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進していくことは、男女が共に社会のあ

らゆる活動に参画していくことにつながり、家庭生活が充実すれば企業等の生産性の向上、社

会・経済全体の活性化へとつながり、経験や技能を持つ女性を継続的に雇用することへもつなが

っていきます。 

市民意識調査で「男は仕事、女は家庭」という考え方への問いに対し、「そう思わない」と答

えた人の割合が10年前に比べて6.6%増加しており、徐々に固定的な考え方の解消への理解が深ま

ってきています。一方で「男性の育児休暇制度について」という問いに対し、「取った方が良い」

と答えた人は5年前より減少傾向にあり、男性が育児休暇を取得するためには労働環境や労働条

件、職場環境への影響などといった様々な厳しい壁が現実的にあることもうかがえます。 

また、「女性の出産後の復帰」についての問いには、「良い」と答える人が10年前から常に増

加傾向にあり80%を超える高い数値を維持しています。回答者を男女比でみても、男性回答者が

46%強と半数近くを占めており、女性が働くことへの男性の理解が高いことを示しています。 

仕事と家庭の両立は、幸せな家族関係を築くために不可欠です。企業等の努力により、制度面

での整備は徐々に進んできていますが、制度を利用しにくいといった社会通念上の抵抗感を改善

し、男女が安心して働け、家事育児・介護に携わっていける環境を整備していく必要があります。 

 
 

H26 市民意識調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 3 あなたは、「男は仕事、女は家庭」という性別によって役割を固定する考え方についてどう思いますか 
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課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ 仕事と子育て・介護の両立と家族関係の平等と協力 

 ○できることから少しずつ家庭内の役割分担を改善しましょう。 

 ○家事・育児・介護を男女が共に担う意識を持ちましょう。 

 ○※事業者等は自らの企業において育児・介護休暇等の整備を行うことに加え、休暇取得促進

など男女が働きやすい職場環境づくりに努めましょう。 

   ※ 事業者 … Ｐ37「飯山市男女共同参画社会づくり条例」第2条4項参照 

 □仕事と家庭生活を両立しながら働くことのできる職場環境づくりに関する啓発活動を行う。 

□飯山市企業人権教育推進協議会と連携し、企業内での男女共同参画に関する意識向上のため

の啓発活動を行う。 
 □男女で担う育児や介護の意識啓発や知識・技術普及のための学習会等、また働きながら楽しく育

児のできる保育サービスの充実（休日保育）など、担当部署と連携し推進する。 
 □男性も女性も相談しやすい窓口の充実を図る。 
 

問 6 男性の「育児休暇制度」についてどう思いますか 

問 8 女性が、出産後、もとの職場に復帰することをどう思いますか 
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②地域組織、行政機関等における女性の参画促進 

現状と課題 
男女がそれぞれの持ち味を活かしながら、暮らしやすく活気のある社会を形成していくために

は、市の審議会等や地域組織をはじめあらゆる政策・方針決定過程へ女性の参画を進めることが

必要です。 

市民意識調査では「地元役員に女性の参加は必要か」「地方議会などに女性の参加は必要か」

という問いに対し、共に「思う」と答えている人の割合が10年前から常に増加傾向にあり市民一

人ひとりの意識は着実に前進していることがうかがえます。 

平成26年度に実施した市審議会等における女性登用率は5年前に比べて若干増加しているもの

の、地区や集落といった地域組織における女性役員の登用は依然厳しい状況です。 

市民一人ひとりの意識は高いのに現実的に女性の役員が選出されない現状は、昔からの慣習や

社会通念上の抵抗感が影響しているかもしれません。また、女性自身も勇気をもって手を上げる

意識を強く持つことが必要ですし、経験が浅く勇気が出ない人に知識や自信を与える支援態勢を

整える施策も求められます。 

家庭から、女性が社会で活躍しやすい協力態勢を築き、地域ぐるみで推進・理解していくこと

も重要です。 

 

H26 市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 11 区など地元の役員に女性の参加は必要だと思いますか 

問 12 地方議会など政策決定の場に女性は必要だと思いますか 
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課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ 地域における方針決定への女性の参加促進 

 ○あらゆる分野で活躍する女性同士の連携や交流を深め、スキルアップを目指しましょう。 

 ○地域組織での企画・立案・決定の場へ積極的に参加し意見を述べましょう。 

 ○女性の地域参画支援のため、家庭や地域での支援促進を図りましょう。 

 ○地域ぐるみで自治組織などへの女性役員登用を積極的に行いましょう。 

 □地域の学習会や講演会において、女性の参画に視点をおいたテーマを積極的に取り入れるこ

とに加え、市主催の各種教室などで女性のスキルアップ講座の開催を図る。 

□市の審議会等委員への女性参画拡大のため、広く啓発活動を行うとともに現役女性委員への

後継者育成支援など、継続した女性選出がなされるよう努める。 

□平成31年度末の市審議会等委員女性比率35%を目指し、現状女性委員のいない委員会等へ女

性委員の登用を要請していく。 

 

 

 

 

 

 

 

市審議会等女性登用率調べ対比表（H21,H26） 

  

  

平成 21 年 4 月現在 平成 26 年 4 月現在 
増減 

総数 女性数 割合 総数 女性数 割合 

市審議会等 414 95 22.9% 434 104 24.0% 1.1% 

市議会議員 17 2 11.8% 16 2 12.5% 0.7% 

人権擁護委員 6 1 16.7% 6 2 33.3% 16.6% 

民生児童委員 85 38 44.7% 77 39 50.6% 5.9% 

区長 

※Ｈ23、Ｈ25 には女性区長あり 
108 0 0% 108 0 0% 0% 

公民館長 11 0 0% 11 0 0% 0% 

小中学校 PTA 会長 

※Ｈ19 には女性会長あり 
10 0 0% 10 0 0% 0% 

合計 1,033 225 21.8% 1,064 246 23.1% 1.3% 
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③雇用の場における男女の均等な機会と待遇の確保 

現状と課題 
女性の労働力は社会にとって欠くことのできないものになっていますが、出産や育児など男性

に比べて離職のリスクが伴うことも事実で、女性が働き続けられる環境を整備していくことは今

後も重要な課題のひとつです。また、賃金をはじめとしたあらゆる労働条件が平等であるべきこ

とは言うまでもありません。 

飯山市の男女別平均月額所定内賃金の推移をみると、H20年と比べ、女性労働者の平均賃金は

わずかに上昇傾向にあり、長野県女性平均と比べても高い数値を示しています。一方男性の平均

賃金は徐々に減少傾向にあり、長引く不況の影響がうかがえます。また長野県男性平均と比較し

ても格差は5年前とほとんど変わっていないのが現状です。女性の平均賃金が増加傾向にあるの

は喜ばしいことですが、男性も含めた全体的な賃金の底上げが今後の重要な課題です。 

全国的にみると一般労働者（正規雇用）と短時間労働者（非正規雇用）の賃金男女格差は徐々

に改善されてきていますが、短時間労働者（非正規雇用）の男女間のみで比較すると、H20では

4.8%であったのに対し、H25では5.1%とわずかに格差が広がっています。 

市民意識調査でも、「あなたは男女の賃金格差についてどう思いますか」という問いに対し、

「少しずつなくなってきた」と答えた人が63.9%、「平等になった」と答えた人が8.3%おり、7

割を超える人が変化を実感しているといえますが、2割強の人は「昔と変わらない」と答えてお

り、パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず、男女の賃金格差をなくすための取り組み

は今後もさらに推進していく必要があります。 

 
 
●飯山市と長野県の男女別平均月額所定内賃金の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（平成25年度版 飯山市の商工業と観光の概要より作成） 
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H26 市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ 男女の機会均等と母性の尊重 

 ○職場での経営や方針決定の場において女性の参画促進を図りましょう。 

 ○市民一人ひとりが女性の職域について見直しましょう。 

 ○※事業者等は自らの企業において、子育て中の男女にフレックスタイムや授乳時間の導入検

討など、働きやすい雇用・運営について見直しましょう。 

※ 事業者 … Ｐ37「飯山市男女共同参画社会づくり条例」第2条4項参照 

 □男女ともに育児・介護休暇を取得しやすくするため周知・啓発に努める。 

□飯山市企業人権教育推進協議会と連携し、女性の経営・方針決定への参画促進や働く女性や

子育て中の女性への安定した就業についての促進を図る。 

 

 

 

●労働者の 1 時間当たり平均所定内給与対比表（全国版） 

 

（男性一般労働者＝100%） 

  H20 H25 増 減 

男性一般労働者（正規雇用） 100.0% 100.0% 0.0% 

女性一般労働者（正規雇用） 69.0% 76.5% 7.5% 

男性短時間労働者（非正規雇用） 53.3% 60.9% 7.6% 

女性短時間労働者（非正規雇用） 48.5% 55.8% 7.3% 

※厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成 

※男性一般労働者の 1 時間当たりの全国平均所定内給与額を 100％とした場合の他の労働者給与を％であらわしたもの 

問 2 あなたは男女の賃金格差についてどう思いますか 
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④農林業・商工業等の自営業における環境の整備 

現状と課題 
農林業や商工業の自営業においては、女性が生産や経営の実質的な担い手として重要な役割を

果たしています。生産や経営が生活と密着しているため、働きに応じた収入の確保や、適切な労

働時間、休日の管理など、就業条件の整備を図るとともに、男女が対等なパートナーとして生き

がいをもって生活できる環境整備が必要です。 

人口減少に伴い、農業世帯数が減少傾向にあるため、家族経営協定締結世帯数は5年前とあま

り変化していませんが、農業に従事する女性たちが郷土料理を広めようとグループを作って活動

していることや、農産物の直売所を基盤に地域農産物を活用した加工品づくりや、「わら」を使

った特産品（鶴・亀ストラップなど）を販売しお互いに利益を還元し合うなど、自主的な女性グ

ループによる活躍が目立ってきています。民宿経営世帯の女性たちも、民宿の通年利用促進と気

軽に訪れて欲しいという願いをこめたアート展や、花を育て大勢の人に見てもらう試みなど工夫

をこらした催しが成果をあげています。 

また、北陸新幹線飯山駅開業に伴い、観光振興に携わる女性たちも増えてきています。 

今後も自主的に活躍する女性グループなどが増加し、いきいきと活躍できるよう後継者育成や

女性起業家の推進などさらなる啓発・普及活動と支援体制が必要です。 

 

 

 

 

課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ 男女が主体的に経営に参画するための環境整備 

 ○農業・自営業等の経営において、男女がともにパートナーとして携わっていけるよう家族で

話し合いを持ちましょう。 

 ○農業・商工業関係の施策・方針決定の場に積極的に参加し意見を述べましょう。 

 □農業委員や農業協同組合理事、商工会議所役員などに女性の参画を推進する。 

 □男女が主体的に農業経営や商業経営に参画するため、研修会や学習会等開催を行うとともに、

関係部署と連携し、広く農林業・商工業に携わる女性の声の市政反映を図る。 

 □女性の経営参画に対する意識啓発を推進する。 

２ 自主的に活躍する女性グループの推進と支援 

 ○地域の活性化に女性の視点を生かした起業などの活動を推進しましょう。 

 ○若い人材を発掘し、女性グループの後継者育成に努めましょう。 

 □女性グループの推進・支援体制の強化を図る。 
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⑤子育て支援と介護福祉の充実 

現状と課題 
飯山市の高齢化率は総人口の3割を超えて久しく、出生率も人口の減少に伴って年々減少傾向

にありますが、北陸新幹線飯山駅の開業は生活圏が広がることにより、子育てや介護がしやすい

環境を整備することで、今後の移住・定住にも期待のできる状況でもあります。 

子どもたちの健全な育成と、介護に不安のない、安心、安全で豊かな市民生活を実現するには、

家族や地域、みんなで育児や介護を担うことが必要です。 

市民意識調査では、「自身が介護を必要としたとき、どうしたいと思いますか」という問いに

対し、「施設に入る」と答えた人が増加傾向にあり、「自宅（家族）で介護して欲しい」と答え

た人が減少しています。 

また、「自宅（家族）で介護して欲しい」と答えた人に「だれに介護して欲しいですか」と質

問したところ、「配偶者」と答えた割合が減少傾向にあり、「子ども、子どもの配偶者」と答え

た人が増加傾向にあります。 

 

 

H26 市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 あなた自身が介護が必要になった時、どうしたいと思いますか 

問 10 Q-3 問 10 で自宅（家族）を選んだ方にお聞きします だれに介護してもらいたいと思いますか 
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飯山市では「みんなで子育て」という冊子を毎年作成し、就学前のお子さんを持つ家庭全戸に

配布しています。この冊子には、飯山市内で行っている子育てに必要な情報がすべて掲載されて

おり、行政関係だけでなく任意団体や自主サークルの取組なども紹介されています。 

また、介護福祉においても「高齢者福祉サービスのご案内」という冊子を毎年作成し、地域の

様々な集会などで広報・周知を行っています。居宅介護者などへの支援として、介護知識習得の

ための教室開催や介護用品の給付、介護慰労金の支給制度の紹介をはじめ、介護予防の推進や高

齢者の生きがいづくり支援のための様々な教室などが掲載されています。 

子どもの健やかな成長に楽しみや喜びを持てるような子育てができ、社会に貢献してきた高齢

者が尊敬され、生きがいを持って生活できる社会づくりには、家族の協力はもちろん社会や地域

での支援が不可欠です。 

 子育て支援センター・児童センター等の運営、乳児保育・一時保育・延長保育など保育制度の

さらなる充実と、介護予防の推進や、介護者の負担軽減など介護の多様化に対応できる制度の充

実が望まれます。 

 また、子育てや介護などに関する相談窓口の充実も、さらに推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ 子育て支援事業、介護支援事業の充実と支援環境の充実 

 ○家族みんなが子育てや介護について理解を深め合い、協力態勢を築きましょう。 

 ○地域で子育てや介護に対する学習会を開催するなど、理解・支援を図りましょう。 

 □子育て支援センターや児童センターの支援体制の充実を図る。 

 □飯山市企業人権教育推進協議会と連携し、育児・介護休暇取得促進を図る。 

 □保育制度や介護制度の活用促進を図る。 

 □気軽に様々な相談ができるよう、相談窓口のＰＲと充実を図る。 
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第３節 健康で生きがいのある生活づくり 
 

①生涯を通じての性と生殖に関する健康支援 

現状と課題 
すべての人には性と生殖に関して健康を享受する権利があります。そして、社会的な最小単位

である家庭を築くため、パートナーとの信頼関係が基本です。 

それには幼い頃から正しい生活習慣と健康の知識を身につけることが大切です。さらに定期的

な健康診断には、幼少期から成長の段階に沿って高齢期まで不断の努力が肝要であり、予防対策

のために受診を心がける必要があります。国保特定健診受診率は着実に増加してきており、今後

の継続した取り組みが必要です。 

健康で自らの持てる能力が十分に発揮できることが、個人の尊厳が尊重される社会につながり

ます。 

また、心の健康についての知識も大切で、ストレスと上手につき合い、さらに生涯学習や地域

社会への参画などにより、生きがいをもって生活することが重要です。 

男女が互いの意思を尊重し、ともに健康な生活を営む権利が尊重されることは、男女共同参画

社会づくりにおいて重要であり、女性も男性も、それぞれの身体の特徴を理解し合い、思いやり

を持って生きていくことが大切です。また、性的少数者（セクシャル・マイノリティー「同性愛

者、両性愛者、性同一性障害の当事者など」）への理解を深めていくことも重要です。 

青少年の性行動の低年齢化や性感染症の増加、性情報が氾濫している状況を踏まえ、思春期の

男女が性に関する正しい知識・情報を得られ、自らの行動に対して自己決定できる力をつける必

要があります。 

 

●飯山市の国保特定健診男女別受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※飯山市保健福祉課調査データより作成 

※飯山市内の 40 歳～74 歳までの国民健康保険加入者で、市の健康診断を受診した人の割合 
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課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ 生涯を通じての健康支援 

○家庭において幼児期より命の大切さや他人への思いやりの心を育てましょう。 

○定期健康診査を受診し、健康教育や学習の場に積極的に参加し「自分の身体は自分で守る」

という意識を高めましょう。 

○積極的に社会との関わりを持ち、地域の仲間づくりや助け合いを進めましょう。 

○心と身体の変化にひとりで悩まず、相談できる人を持ちましょう。 

□正しい生活習慣や健康の知識を身につけるための啓発や健康学習の推進を図る。 

□病気の早期発見・早期治療のために定期健康診査を勧め、自己の健康管理に努めるよう啓発

する。 

２ 性と生殖に関する正しい理解と健康保持の推進 

○性に関する正しい知識・情報を学び、判断力や自己決定力がつくように努めましょう。 

○女だから男だからではなく「自分らしさ」を大切にしましょう。 

□幼児期から思春期、成人期、更年期、高齢期等の生涯を通じた男女の性と生殖に関する健康

保持ができるよう、健康教育、健康相談、健康診査等を推進する。 

□女性のための相談窓口の充実と関係機関との連携を図る。 

□青少年期の男女が性に関する正しい知識・情報を得られ、さらに判断力や自己決定力がつく

よう、学校、家庭、社会の場での性に関する知識習得の充実を図る。 
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②男女間のあらゆる暴力の根絶 

現状と課題 

暴力はその対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。

誰もが安心して暮らせる社会を実現するために、女性に対する暴力の根絶は、最優先課題のひと

つといえます。市民意識調査で「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）配偶者からの暴力につ

いて知っていますか」という問いに対し、「知っている」と答えた人は8割近く、その認知度は

年々上昇しています。 

近年ではデートＤＶ（彼氏・彼女からの暴力）なども取りざたされ、セクシャル・ハラスメン

ト（性的嫌がらせ）、パワー・ハラスメント（地位や権限を利用した嫌がらせ）、マタニティー・

ハラスメント（妊娠や出産を理由にした嫌がらせ）など、暴力は多種・多様化しているのが現状

です。男女が対等なパートナーとして健全な社会を形成していくためには、男女間のあらゆる暴

力行為は断固根絶していかなければなりません。 

今後も学校・家庭・地域・職場など、あらゆる環境での教育・学習機会の推進と、さらなる啓

発活動に努めていく必要があります。 

また、被害者・加害者を問わず、当事者が相談しやすい体制をさらに進めていくことも重要で

す。 

 

H26 市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●長野県内専門窓口におけるＤＶ相談件数とその推移       （単位：件） 

年   度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

女性相談センター 1302 1581 1556 1656 1601 1655 1755 1608 1551 2264 

男女共同参画センター 172 193 114 81 146 150 151 133 126 134 

計 1474 1774 1670 1737 1747 1805 1906 1741 1677 2398 

※長野県県民文化部調 

問 13 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス防止法・・・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護法）について知っていますか 
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58.5%
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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プライバシーの侵害

差別待遇

暴力・脅迫強要

セクシャルハラスメント

その他

飯山市

長野県

●長野県内市町村窓口における児童虐待相談件数とその推移  

年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

件数 608 662 828 721 654 853 808 1026 943 

※長野県県民文化部調 

 

●人権に関する市民意識調査（H25.11実施） 

 

人権侵害を受けたことがあると答えた人の被害別内訳（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※長野県との比較 

 

課題解決のために  ○…市民として  □…行政として 

 

１ あらゆる暴力とセクシュアル・ハラスメント防止の取組 

○あらゆる暴力を許さず、見てみぬふりをしないようにしましょう。 

○児童虐待は許されない行為であるという認識をもち、子どもを地域全体で見守りましょう。 

○「ＤＶ」やセクシュアル・ハラスメントなどは犯罪であるという認識を持ちましょう。 

○嫌がらせに対して自身が毅然とした態度をとりましょう。 

○子育てや家庭内の悩みを1人でかかえ込まず相談するようにしましょう。 

□児童虐待やＤＶなどあらゆる暴力、セクシュアル・ハラスメントなどの防止のため啓発活動

の推進を図る。 

□関係機関と連携をもちながら児童虐待やＤＶの早期の対応と予防に努める。 

□各種相談窓口の連携を図り、被害者が相談しやすい相談体制を確立する。 
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計画の推進 
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計画の推進 
 

男女共同参画に関する市民意識調査の検証結果を踏まえ、今後も以下のとおり推進します。 

 

１ 推進体制の充実 

 ○男女共同参画推進委員会を設置し、行政と市民が協働して施策の推進に努める。 

 ○男女共同参画コミュニケーターにより地域に根ざした啓発の推進に努める。 

○人権同和男女共同参画地域推進員により地域学習機会の充実に努める。 

 ○市関係部局等と連携を図り、庁内推進体制を充実させる。 

 ○あらゆる分野に男女共同参画の視点を反映する。 

 

２ 関係機関との協力・連携 

 ○国・県や近隣市町村との情報交換等、協力・連携を図る。 

 

３ 市民・地域・企業との連携 

 ○各種事業を通じて意識啓発をすすめ、男女共同参画社会実現に向け活動するグループとの連

携を図る。 

 ○学校・家庭・地域・企業等が男女共同参画の理念を理解し、自主的に取り組めるよう連携し

推進を図る。 

 

４ 目標値 

 評 価 指 標 
H22～26年度 H27～31年度 

H21現況 目標値 H26現況 目標値 

① 市の審議会等委員の女性参画率 22.8％ 30％ 24.0％  35％ 

② 地域自治組織の女性役員比率 6.9％ 20％ 6.8％   20％ 

③ 地区公民館の女性役員比率 7.8％ 20％ 4.1％   20％ 

④ 小中学校ＰＴＡ会長の女性の割合 
※Ｈ19には女性会長あり 

0％ 30％ 0％  30％ 

⑤ 家庭の中で男女平等になっていると思う人の割合 68.4％ 80％ 62.2％ 80％ 

⑥ 役割分担意識「男は仕事女は家庭」と思う人の割合 35.1％ 20％ 28.7％   20％ 

⑦ 賃金の男女格差が昔と変わらないと思う人の割合   20.3％   15％ 
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男女共同参画社会基本法 

平成 11年 6 月 23日法律第 78 号 

目 次 

前文 

第1章 総則(第1 条－第12 条) 

第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第13 条－第20 条） 

第3章 男女共同参画会議（第21 条－第28 条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向 

けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層 

の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応 

していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、 

その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となって 

いる。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要 

課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の 

推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に 

向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的 

に推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活 

力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を 

定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の 

形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総 

合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会 

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済 

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成す 

ることをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に 

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 
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（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別 

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること 

その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定 

的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼす 

ことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社 

会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り

中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共 

団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確

保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、 

子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑 

に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われ 

なければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有しているこ

とにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下 

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改

善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施 

策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施 

する責務を有する。 

（国民の責務） 

第10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念に

のっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又

は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする 

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出 



34 

しなければならない。 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」 

という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画 

的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、 

閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基 

本計画を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計 

画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関す 

る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の 

区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市 

町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又 

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を

策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深める

よう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性

別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害さ

れた場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 
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（調査研究） 

第18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調

査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進す

るように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際

機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を

図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間

の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の 

必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第13 条第3 項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会 

の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前2 号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及 

び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政 

府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内 

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第23 条 会議は、議長及び議員24 人以内をもって組織する。 

（議長） 

第24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命す 

る者 

２ 前項第2 号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の10 分の5 未満であってはならない。 

３ 第1 項第2 号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数 

の10 分の4 未満であってはならない。 

４ 第1 項第2 号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第26 条 前条第1 項第2 号の議員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任
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者の残任期間とする。 

２ 前条第1 項第2 号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の

長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力 

を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者 

以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要

な事項は、政令で定める。 

附 則 （抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

（以下 略） 
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飯山市男女共同参画社会づくり条例 
 

目次 

 第１章 総則（第１条─第８条） 

 第２章 男女共同参画社会づくりの促進に関する基本的施策（第９条─第21条） 

 第３章 飯山市男女共同参画推進委員会（第22条─第28条） 

 第４章 補則（第29条） 

 附則   

 

   第１章 総則 

 （目的）     

第１条 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等に向

けた取組が進められてきた。飯山市においても男女共同参画計画を策定し、その推進が図られ

てきている。 

その中で、男女共同参画社会の意義等に対する理解も進んできているが、長い間にわたる

地域や職場等における慣習と、その中で作られた意識の中には、依然として性別による役割

を固定的にとらえる面もまだ根強く残っている。 

そこで本条例を制定し、市民一人ひとりが性別によって制約されることなく、のびやかに

暮らすことができ、活力ある飯山市を築くことを目指し、市・市民及び事業者が協働して、

男女共同参画社会づくりを推進していくことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「男女共同参画社会づくり」とは、男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって

男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任

を担う社会を形成することをいう。 

２ この条例において「積極的改善措置」とは、前項に規定する機会に係る男女間の格差を改善

する上で、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供す

ることをいう。 

３ この条例において「市民」とは、市内に居住し、通学し、通勤し、又は市内で活動する者を

いう。 

４ この条例において「事業者」とは、市内において公共機関、民間を問わず、又は営利、非営

利を問わず事業を行う個人、法人、農業者及びその他の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画社会づくりの促進は、次の各号に掲げる基本理念にのっとり行われなけれ

ばならない。 

 (1) 男女の人権の尊重 男女共同参画社会づくりは、男女の個人としての尊厳が重んぜられ

ること、直接的であるか間接的であるかを問わず男女が性別による差別的取扱いを受けな

いこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること等、男女の人権が尊重さ

れること。 

(2) 家庭生活における活動と他の活動の両立 男女共同参画社会づくりは、家族を構成する
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男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職業生活における活動そ

の他の活動を行うことができるようにすること。 

 (3) 社会における制度又は慣行についての配慮 男女共同参画社会づくりは、社会における

制度又は慣行が男女の社会における自由な活動の選択を阻害することのないよう配慮され

ること。 

(4) 政策等の立案及び決定への共同参画 男女共同参画社会づくりは、男女が、社会の対等

な構成員として、市その他の団体における政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する

機会が確保されること。 

(5) 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重 男女共同参画社会づくりは、生涯に

わたる性並びに妊娠及び出産を含む生殖に関する事項に関し、男女が互いの意思を尊重し、

共に健康な生活を営む権利が尊重されること。 

(6) 国際社会の動向を踏まえた取組 男女共同参画社会づくりは、国際社会における取組と

密接な関係を有していることを踏まえ、国際社会の動向を踏まえながら推進されること。 

 （市の責務）  

第４条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策（積極的改善

措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は男女共同参画社会づくりの促進に関する施策の実施に当たっては、国、県、その他地方

公共団体、市民及び事業者と連携し、取り組むものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、学校、職場、その他の社会のあらゆる分野におい

て、自ら積極的に参画するとともに、市が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関する施

策を理解し、協力するように努めなければならない。 

   （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が共同してその事業活動に参画することができる

体制、及び職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立することがで

きる環境の整備に努めるとともに、市が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関する施策

を理解し、協力するよう努めなければならない。 

（性別による差別的取扱いの禁止等） 

第７条 すべての人は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、直接的

であるか間接的であるかを問わず次の各号に掲げる人権侵害行為を行ってはならない。 

(1) 性別による差別的取扱い 

(2) 男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為 

(3) セクシャル・ハラスメント(性的な言動により個人の生活環境を害する行為又は性的な言

動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与える行為をいう。） 

２ 市は前項各号に掲げる行為の防止について必要な広報その他の啓発に努めるものとする。 

（公衆に表示する情報に関する留意) 

第８条 すべての人は、広告、ポスター、看板等公衆に表示する情報において、次の各号に掲げ

る表現を行わないように努めなければならない。 

(1) 性別による固定的な役割分担及び男女間の暴力等を助長し、又は連想させる表現 

(2) 過度の性的な表現 
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第２章 男女共同参画社会づくりの促進に関する基本的施策 

（男女共同参画計画） 

第９条 市長は、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するものとする。 

２ 男女共同参画計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずるべき男女共同参画社会づくりの促進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

３ 市長は、男女共同参画計画の策定に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努

めるとともに、第22条に規定する飯山市男女共同参画推進委員会の意見を聴くものとする。 

４ 市長は、男女共同参画計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第10条 市は、男女共同参画社会づくりに影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施す

るに当たっては、男女共同参画社会づくりに配慮するものとする。 

（財政上の措置） 

第11条 市は、男女共同参画社会づくりを促進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（施策の実施状況の公表等） 

第12条 市長は、毎年、市が講じた男女共同参画社会づくりの促進に関する施策の実施状況及び

男女共同参画社会づくりの推進状況について、その概要を公表しなければならない。 

２ 市は、男女共同参画社会づくりの推進状況を勘案し、市の施策等について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（広報啓発活動の充実） 

第13条 市は、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深め、意識の普及、高揚を図るため、

多様な機会や媒体を通して、男女共同参画社会づくりに関する広報、啓発活動の充実その他の

措置を講ずるものとする。 

（教育及び学習の機会の充実） 

第14条 市は、男女共同参画社会づくりの実現について、教育の果たす役割の重要であることに

鑑み、学校教育その他あらゆる教育活動及び学習活動により、個人の尊厳、男女平等及び男女

相互の理解と協力についての意識がはぐくまれるよう環境整備に努めるものとする。 

（家庭生活における活動と他の活動との両立支援） 

第15条 市は、男女が共に家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動を両立す

ることができるように必要な支援を行うものとする。 

（自営業における環境整備） 

第16条 市は、自営の農林業、商工業等に従事する男女が、正当な評価のもとに、その主体性を

いかし、その能力を十分に発揮して、対等な立場で方針の立案及び決定に参画する機会が確保

されるよう、家族経営協定等の環境整備に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 

第17条 市長は、男女共同参画社会づくりの推進に関する施策の策定及び実施に必要な調査研究

を推進するよう努めるものとする。 
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２ 市長は、前項の調査研究において必要があると認める場合は、事業者の協力を得た上でその

事業活動における男女共同参画の状況について報告を求めることができる。 

（市民等の活動に対する支援） 

第18条 市は、市民及び事業者が男女共同参画社会づくりの促進に関して行う活動に対し、情報

の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

（附属機関の委員等の構成） 

第19条 市は、附属機関の委員等について、積極的改善措置を講じ男女の数が均衡した構成とす

るよう努めるものとする。 

（苦情及び相談への対応） 

第20条 市長は、男女共同参画社会づくりの推進に関する施策又は男女共同参画社会づくりの推

進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民等から苦情の申出があったときは、関係機関

と協力し、適切かつ迅速な対応をとるものとする。 

２ 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会づくりの促進を阻害すると認め

られる要因による人権侵害に関し、市民等からの相談の申出があったときは、関係機関と協力

し、必要な支援を行うものとする。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、前２項の規定による申出に対応するため、飯山市男女

共同参画推進委員会の意見を聴くことができる。 

（推進体制の整備） 

第21条 市は、男女共同参画社会づくりを促進するため、次の各号に掲げる推進体制の整備に努

めるものとする。 

(1) 男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を総合的に企画調整し、及び実施するため

の必要な体制の整備 

(2) 男女共同参画社会づくりを促進するための必要な拠点の整備 

(3) 男女共同参画計画に基づく施策を実施するための必要な措置 

第３章 飯山市男女共同参画推進委員会 

（設置） 

第22条 男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する上で必要

な事項を調査審議するために、飯山市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

（任務） 

第23条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議するものとする。 

(1) 男女共同参画計画の策定及び変更に関する事項 

(2) 男女共同参画社会づくりの促進に関する施策に関する事項 

(3) 男女共同参画社会づくりの推進状況の調査及び評価に関する事項 

(4) 第20条の規定により申し出があった苦情等について、市の対応に関する事項 

(5) その他男女共同参画社会づくりに関する事項 

（組織） 

第24条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の１０分の４未満であってはなら

ない。 

３ 委員は、市民、関係団体の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。 
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（任期） 

第25条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第26条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第27条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。 

４ 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、

意見を求めることができる。 

（部会） 

第28条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。 

第４章 補則 

（補則） 

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成20年２月１日から施行する。 
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男女共同参画に関する市民意識調査の概要 
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年 国連・国・県 飯 山 市 摘     要 

1945年 

（S20） 

 

1946年 

（S21） 

 

 

 

 

 

 

1947年 

（S22） 

 

 

 

 

 

1948年 

（S23） 

 

1949年 

（S24） 

 

1950年 

（S25） 

 

1951年 

（S26） 

 

1952年 

（S27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1953年 

（S28） 

 

1954年 

（S29） 

 

 

 

 

1955年 

（S30） 

 

1956年 

（S31） 

 

 

1957年 

（S32） 

 

 

1958年 

（S33） 

・衆議院議員選挙法改正公布 

 初の婦人参政権実現 

 

・国連第1回総会 

 婦人の地位委員会設置 

・日本国憲法公布 

・第2 2回総選挙 

 初の婦人参政権行使 

 女性議員39人当選 

・長野県連合婦人会結成 

 

・教育基本法公布 

・労働基準法公布 

・労働省婦人少年局設置 

・民法の一部を改正する法律 

 －男女平等の原則―公布 

・戦後初の国際婦人デー集会 

 

・世界人権宣言採択 

・優生保護法公布 

 

・第1回婦人週間 

 4月10日を婦人の日に 

 

・全国未亡人団体連絡協議会

結成 

 

・全国農協婦人団体連絡協議

会結成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本婦人団体連合会結成 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第1回日本母親大会 

 

 

・売春防止法公布 

 

 

 

 

 

 

 

・第1回長野県母親大会 

 

 

 

・飯水地域でも町村単位に 

婦人会結成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・郡未亡人連盟結成 

 

 

・飯山町婦人会事業計画 

 

 

 

 

 

・柳原婦人学級開設 

 

 

 

・第1回飯水各種婦人団体

大会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飯山市発足8/1 

・飯山市連合婦人会結成 

 

・長野県 PTA 母親文庫 

飯水配本所開所 

 

・飯山市赤十字奉仕団結成 

 

 

・文部省の研究婦人学級に 

 飯山地区指定 

 

 

・婦人のグループ活動 

活発化 

 

 

・飯山市連合婦人会総会 

 

 

 

 

・秋津村婦人会、柳原村婦人会結成 

 物資斡旋、生活改善などの事業を行う。 

 

 

 

 

 

 

・木島村婦人会結成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県と共に飯水地区にも戦争未亡人など自分たちを守る必要性

から結成される。 

 

・洋裁、料理、薬草、育児、看護の講習会、裁判所、町議会見

学、愛育園への協力、敬老会、飯山小唄の普及活動など 

 

 

 

 

・公民館と婦人会協力で集落単位の学習と公民館での中央学

習の二本立てで行われ、新しい憲法、民主政治のあり方、家

庭の民主化、嫁と姑、子どものしつけ、生活改善農業技術と

主婦としての分野などの学習活動を展開 

・郡連合婦人会、下水内農協婦人協議会、郡未亡人会、日赤

奉仕団、看護協会の5団体で共催「婦人が単に家庭人として

止まることなく、社会の一員として…視野を広める目的を持っ

て…開催します」 

 (趣意書) 

 講師 労働省婦人少年局長 藤田たき氏 

 途中、飯水婦人大会と名称を変え62年第11回大会まで続く。 

 

 

 

 

 

・旧町村ごとの婦人会を全市的に結集し組織 

 する。昭和32年の会員数は約5400人 

・婦人会を中心に本を読む母親たちのグループができ、飯山図

書館に配本所が設置された。 

 

 

 

 

・学習方法をグループの共同学習と中央学習の二つに分け、

共同学習では各区に婦人の集まる機会を多く作り、その中か

らグループを作って、グループ学習を行う。 

 

・市内各地で「婦人の学習活動」が活発に行われ、生活の向上

と豊な教養を、婦人自らの力ではたそうと努力している婦人グ

ループが増えてきた。 

 

・事業計画の中から主なもの 

＜教養部＞ 

飯山市における女性行政・女性運動と男女共同参画のあゆみ 
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年 国連・国・県 飯 山 市 摘     要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959年 

（S34） 

 

1961年 

（S36） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1962年 

（S37） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本を読む母親の全国集会を

長野県で開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・木島に若妻学級開設 

 

・第7回飯水婦人大会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飯山市連合婦人会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飯山市婦人研修会開催 

 

 

 

 

 

・第10回飯水婦人大会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飯水 PTA 母親文庫機関誌 

 「雪こんこ」創刊 

父の日（各地区で父と婦人会との話し合いを持ち、お互いの 

立場の理解を深めるように努める。） 

 主婦の時間の設置（主婦の自由になる時間を設けるよう各地

区毎に研究する。） 

 幸坂教室（憲法学者の講座）を定期的に持つ。 

 年1回機関紙「桐の樹」〈婦人の生活記録運動〉の発行など 

＜社会部＞ 

 一日里親（愛育園の慰安）、公衆便所の設置促進、社会施設

の見学など 

＜他に＞ 

 厚生部（レクレーション講習会、生活物資の斡旋など）、総務

部（理事会など）の事業がみられる。 

・青年団、婦人会、公民館関係者が集まり、学級（育児、保健、

料理など）を開設する。 

・連合婦人会、農協婦人部、連合青年団、日赤奉仕団、未亡

人会、地区評青婦部、教祖婦人部など13団体による実行委

員会を構成、公民館が事務局としての役割を果たす。名称を

「飯水婦人大会」と称してこの大会から分科会方式を取り、「夫

婦、嫁、姑、親子などの人間関係」等10分科会を設ける。 

全体講演 東大教授 宮原誠一氏 

 

 

 

 

・基本目標と活動展開及び事業計画に見られる主なもの 

○基本目標 生活をよりよいものに変えていく力を持つ婦人

になろう 

○活動の展開 

1 共同学習をおし進めよう 

2 身近な問題をみつめ、生活をよりよいものにしよう 

①共同学習をおし進めよう 

②政治学習を高めよう 

③生産活動を高めよう 

④家庭生活を合理化しよう 

⑤社会生活を高めよう 

 ○学習・社会・生活・厚生の4委員会を置き年12回の信州婦人

大学講座（市公民館） 

生産、家庭の合理化、社会生活などのグループ発表 

父の日を設け、地区毎に父親と家庭の民主化等を話し合

う。農休日の推進と主婦の自由時間を生み出す事業、食生

活改善と新しい繊維と洗剤等の講習会、歌唱、レク、あぜ道

体操の普及など多様な事業を計画している。 

なお、昭和35年度の飯山市公民館の活動状況報告の資料

によると、市内の支館、分館ごとに、90ほどの婦人グループ

があり活動していた。 

・野沢温泉での1泊2日の研修会、140名参集し分科会と全体討

議、講演会を持つ。 

＜7分科会＞幼児の問題、青少年の問題、婦人と差別の問題

（家庭内における差別、社会的な面における差別）、生産活動

を進めるために、政治学習を進めるために、新生活を進める

ために、家庭生活の合理化 

・部落解放同盟飯水支部婦人部、子どもを守る会等も加わり、

16団体による実行委員会で構成運営 参加者1000名 

分科会は保育所と保育料、子どもの考え方と母親の考え方、

進学と就職、教育費の問題、青年の生き方と母親の理解、農

家の消費経済、出稼ぎと労力不足、農村を離れる農村青年、

店員の生活と商家の婦人、物価と家庭生活、深いなやみをか

かえている家庭、家族の健康を守るために、働く婦人の問

題、婦人と差別、老後のくらしと社会保障、選挙と政治、平和

につながる婦人の願いの17分科会 全体講演は、婦人問題

評論家 田中寿美子氏 なお、大会では決議事項をまとめ、

関係方面へ要請を行った。 

 

・以後続けて刊行し、平成12年には35号を数える。 
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年 国連・国・県 飯 山 市 摘     要 

 

 

 

 

 

 

1963年 

（S38） 

 

1965年 

（S40） 

 

1966年 

（S41） 

 

1967年 

（S42） 

 

1968年 

（S43） 

 

1970年 

（S45） 

 

 

 

 

1971年 

（S46） 

 

 

 

 

 

 

1972年 

（S47） 

 

 

 

 

 

 

 

1973年 

（S48） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974年 

（S49） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・女子差別撤廃宣言採択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国際婦人年の決定 

・勤労婦人福祉法公布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第11回飯水婦人大会開催 

 

 

 

 

 

・市議会議員選挙に初の女    

性立候補 

 

・第15回長野県図書館大会

を飯山市で開催 

 

・外様地区、柳原地区婦人

会が解散 

 

 

 

 

・教育委員に初めて女性 

就任 

 

・飯山市連合婦人会（以下

市連婦）3カ年計画による学

習運動展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第1回婦人問題研究集会

開催 

 

 

 

 

 

 

・公民館に「母親学級」開設 

 

 

 

・公民館で「婦人学級」開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第1回飯山おやこ劇場の 

公演 

・準備が遅れ、講演会のみの大会となり、この年度をもって婦人

大会の歴史を閉じる。 

・閉じたあと市連婦、農協婦人部、PTA 母親文庫一体となり、公

民館、図書館、地方事務所が加わって家庭を明るくするつど

いとして開催。 

 

 

 

 

・改めて開催 昭和59年(34回)、平成8年（46回）と飯山市で開

催する。 

 

・以後、富倉地区（昭和42年）、岡山地区（昭和44年）と解散が

続き、婦人会は組織面で後退していく。 

 

 

 

 

 

 

 

・第1年次は「たのしい婦人の集い」を市連婦加入の40の支部

（部落婦人会）で開く。 

ゲームなどのレクリェーションと「消費者の権利」や「健康管

理」などに関するフィルムを見ての話し合いを組み合わせて

行う。 

 

・第2年次は支部学習に4つの柱を立てて行う。 

 1 かしこい消費者になろう 

 2 婦人の労働と健康について考えよう 

 3 子どもの教育と未来を考えよう 

 4 市政を私達の手で築こう 

・1年間の婦人会活動の総括と次年度の方針を出すために行

い、以後47年、48年と開催する。 

 

・市連婦第3年次の支部学習は地区内の全ての支部が同じテ

ーマ、内容で学習を進めた。また、年代ごとの学習要求に答

え、合わせて仲間づくりを進めようという目的で、20代、30代、

40代以上の3つのグループに分けた年代別学習会を全地区

で進めた。 

・「幼児教育」と「学校と家庭教育」の 2 コースを設け、学級生自

身による運営と話し合い学習に重点をおく。翌年母親学級修

了者を中心に「子どものしあわせを語る会」結成。 

 

・市連婦もこの学級を中央学習として位置づけ積極的に取り組

んだ。この年は「消費者としての生き方を考えよう」をテーマ

に、食品公害と物価の問題 を主に取り上げた。 

翌年「婦人学級」を「中央婦人講座」と改め市連婦が公民館と

共催し、引き続き公害、物価問題を柱に学習内容を組む。そ

の中から「食品公害を考える会」が生まれ、昭和51年「飯山第

一生活学校」に発展する。この会は環境汚染に関心を寄せ千

曲川の汚染調査を行ったり、後の学校給食のセンター化に反

対する署名活動では中心的役割を果たしたりした。 

・また、同年子ども文化講座受講生が「飯山子どもと本を読む         

会」を結成し、図書館充実運動と共に読書啓発活動に取り組

み、有線放送で毎日子ども向け本の朗読を開始する。そし

て、乳幼児を持つ母親を中心に子育ての悩みを語り合いなが

ら、0歳児保育の実現を働きかけていく「飯山保育を考える会」

が結成されるなど、学習の成果を実践に活かしていくグルー

プが次々と誕生した。 

 

・「子どものしあわせを語る会」のグループを中心に実行委員会

を構成し、田楽座公演に取り組み、当日は約1200人の親子が

集まった。これがきっかけで翌50年「飯山おやこ劇場」が誕生

する。以後20年「子どもに夢をたくましく豊な創造性」をモット 
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年 国連・国・県 飯 山 市 摘     要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975年 

（S50） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976年 

（S51） 

 

 

 

1977年 

（S52） 

 

 

 

 

1978年 

（S53） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国際婦人年 

・国際婦人年世界会議 

 （メキシコ） 

・「世界行動計画」採択 

・婦人問題企画推進本部設

置 

・婦人問題企画推進会議設

置 

・総理府婦人問題担当室設

置 

 

 

 

 

・国連婦人の十年（～1985

年） 

・婦人労働旬間設定 

・民法一部改正 

（婚氏続称制度） 

 

・「国内行動計画」策定 

・国立婦人教育会館開館 

・県社会部労政課に「福祉婦

人係」設置 

・県婦人行政推進協議会設

置 

 

・県婦人問題県民会議設立 

 

 

 

 

 

・第1回飯山市婦人集会 

開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飯山市婦人団体連絡協

議会（婦団連）結成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請婦人学級開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飯山食生活改善推進協

議会結成 

 

・移動図書館ゆきつばき号

始動 

 ―に、年4、5回の優れた生の舞台の鑑賞と、夏休みのキャ

ンプなどの自主活動を二本の柱に、会員制による自主運営

で地域の子どもたちの文化環境づくりにも力を注いだ。一時

は700人もの会員を擁したこともあったが、少子化などによる

会員の減少で平成7年解散している。 

・昭和46年から始まった婦人会活動の1年の総括の場である

「婦人問題研究集会」をより発展させる意味で、「すべての婦

人に開かれた集会」実施のため実行委委員会結成の呼び

かけが出され、約半年の準備が積み重ねられて、第1回飯

山市婦人集会が開かれることになった。 

＜講演＞「女性のいきかた、その過去、現在、未来」 

 婦人問題研究科 小林登美枝氏 

＜分科会＞合成洗剤の安全性とセッケン運動、同和問題を

考えましょう、婦人の社会活動、働く婦人の問題、子どもとマ

スコミ・文化、高校総合選抜を考える、物価と生活の7分科会 

 

・第1回婦人集会の後、婦人団体の組織化を図るため、市連

婦が実行委員を中心とする各種婦人団体に呼びかけて結

成される。 

加盟10団体 市連合婦人会、市連合青年団、母親文庫、

おやこ劇場、保育問題研究会、県教組婦人部、高教組婦

人部、部落解放同盟、新日本婦人の会（新婦人）、保育を

考える会（仮称） 

・婦人集会は2回目より飯山市婦人団体連絡協議会の主催と

な り、自主運営する。各分科会には担当グループがレポー

トを出し、それを基に話し合いが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自主企画運営の力をつける＞ 

・これまでの全市の婦人を対象とした中央婦人講座を開設し

てきたが、参加者が特定の人に限られがちなこと、内容も一

般的なものに終わり、地域や生活の現実にくいこみにくいこ

となどから、できるだけ多くの小規模学級を地域に密着した

形で開設することとなった。ねらいは自主運営を貫く中で、

婦人たちに学習活動を自ら組織し推進する力を身につけて

もらいたい、学習集団を育成したい、婦人の要求を知り今後

に活かす。 

・これにより各地公民館で婦人たちの特色ある様々な学習会

が開かれた。 

初年度申請は9学級（1学級15人以上とする学習内容） 

延べ613人参加 

南端婦人会（料理、施設巡り）、針田婦人会（料理）、開沢若

妻会（育児他）、五荷婦人会（食品公害、婦人会他）、桑名

川グループ（標準語の使い方他）、大久保婦人会（料理）、

飯山子どもと本をよむ会・母親文庫（読書会、図書館）、おや

こ劇場（親子で楽しむ遊び）、富倉婦人会（救急法） 

・図書館充実運動高まる。 

 市民会館の一角にあった図書館は、市民の読書欲を満た

すも 

のではなく、読書の啓蒙活動の必要性と充実の声が高まっ

た。婦団連を中心に市立図書館充実に関する署名活動を

実施し、独立図書館と移動図書館車を要望する。 

・元気で長生き・日本型食事の伝達講習や、地域の食生活

改善に関する啓蒙指導などのほか、各種イベントに参加協

力する。 

 64 人で結成 
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年 国連・国・県 飯 山 市 摘     要 

 

 

 

 

 

1979年 

（S54） 

 

 

 

1980年 

（S55） 

 

 

 

 

 

1981年 

（S56） 

 

 

1982年 

（S57） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984年 

（S59） 

 

 

1985年 

（S60） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986年 

（S61） 

 

 

1987年 

（S62） 

 

 

 

 

 

・女子差別撤廃条約採択 

 

 

 

 

・国際婦人の十年・中間年 

 世界会議（コペンハーゲン） 

・女子差別撤廃条約に署名 

・民法一部改正 

（妻の相続1/2） 

・「県婦人行動計画」策定 

 

・女子差別撤廃条約発効 

・県社会部青少年家庭課に 

 「婦人室」設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国籍法・戸籍法改正 

（父系主義から両系主義へ） 

・県婦人総合センター開館 

 

・国連婦人の十年・最終年 

 世界会議（ナイロビ） 

・女子差別撤廃条約批准 

・国民年金法一部改正 

 （婦人の年金権の確立） 

・男女雇用機会均等法公布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男女雇用機会均等法施行 

・「新長野県婦人行動計画」 

 策定 

 

・「西暦2000年に向けての 

 新国内行動計画」策定 

・第5回飯山市婦人のつど

い 

 

 

 

 

・学童保育スタート 

 

・飯山市母子寡婦福祉協

会発足 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飯山市商工会婦人部設

立 

 

 

 

・県婦人教育指導者研修

会 

 受講 

 

 

・農村婦人学校（一般過

程） 

 開設 

 

・消費者生活講座受講 

・飯山くらしの会結成 

 

 

 

・第1回消費生活展開催 

 

 

・児童館設置に関する 

陳情書 

 

 

・県婦人週間の集いに多数 

参加 

 

・中央婦人学級開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学童保育に補助金出る 

 

 

・市立図書館日曜開館開

始 

・飯山市児童センター開館 

 

 

・図書館建設懇話会 

 

・初の婦人模擬議会実施 

・飯山市婦人集会の名称改め、以後23回まで続く。 

・学童保育の要求高まる。 

 婦団連の保育を考える会を中心に研究会がもたれ検討を重

ねる。 

 

・下校後一人でいる児童の集団保育望む声が大きくなり、よう

やく寺の本堂を借り8人の児童で父母による自主運営を始

める。 

・未亡人会を改め、20歳未満の子どもを扶養している母と寡

婦で構成し、福祉事務所に事務局を置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・女性経営者団体として、女性の視点で商工業の振興や地

域貢献のために活動。H13飯山商工会議所女性会に名称

変更。 

 

 

・飯山市より初の受講生2名。以後毎年受講生を送るよう要請

する。 

 社会教育委員・公民館運営審議会・図書館運営協議会の

委員の委嘱受ける。 

・下水内農業改良普及所と各市町村が「女性農業者に力と

自信を」と開設。後に昭和60年専門課程（簿記・アスパラ・り

んごジュース）が増設される。 

・以後毎年受講者を送る。 

・県消費生活講座受講者・通信講座修了生で結成 

 消費生活展・廃油回収・手作りセッケンの啓蒙など自主的な

活動をすすめ、有線放送「消費者の窓」を担当、賢い消費

者になるため啓発活動を続けている。 

・飯山くらしの会が主催。後に食改・農協婦人部・生協などと

共催し、隔年開催となる。 

 

・第11回飯山婦人のつどいから児童館建設について、市と議

会に陳情する。（婦団連） 

 

 

・国連婦人年最終年に当たって岡谷婦人総合センターで開

いた第37回婦人週間講演会に32人参加 

 講演 もろさわようこ 「歴史を開く女と男のこれから」 

・申請婦人学級から再び中央婦人学級へ新たに企画運営に

当たる運営委員制とし、初回には母体団体の代表が集ま

り、学級の運営等について話し合う。 

 以後平成6年女性セミナーと改名され現在に至る。 

 ＜当初母体となった団体、グル―プ＞ 

 公民館運営審議会、県婦人指導者研修受講者、婦人団体

連結協議会、木島地区婦人会、常盤地区婦人会、瑞穂地

区婦人会、おやこ劇場、くらしの会、子どもと本をよむ会、母

親文庫、やよい会、美雪会 

・自主運営を余儀なくされていた学童保育に、県と市から30

万円補助 

 

・市民の要望により日曜開館、月曜休館となる。 

・ようやく専任の指導員のもとで学童保育始まる。 

 (上町公民館と併設) 

 

・第14回婦人のつどいの中から図書館建設に関する要望書

提出（婦団連） 

・市内女性団体グループ代表が参加 議長、副議長を努め、

22人がそれぞれの立場で代表質問を行った。 

 ＜参加団体グループ＞ 

 婦人教育指導者受講者代表、飯山市農協婦人部、飯山市

婦 
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年 国連・国・県 飯 山 市 摘     要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989年 

（H1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990年 

（H2） 

 

 

1991年 

（H3） 

 

 

 

 

 

 

1992年 

（H4） 

 

 

 

 

 

1993年 

（H5） 

 

 

1994年 

（H6） 

 

 

 

1995年 

（H7） 

 

 

 

 

 

1996年 

（H8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「西暦2000年に向けての新 

国内行動計画（第1次改定）」

策定 

・育児休業法公布 

・「さわやか信州女性プラン」 

 策定 

・県農村女性プラン策定 

 

・育児休業法施行 

・県名称変更 

 「社会部青少年家庭課 

女性室」 

「女性総合センター」 

「女性問題県民会議」 

 

・「短時間労働者の雇用管理

の改善等に関する法律（パー  

トタイム労働法）」公布施行 

 

・ジャカルタ宣言採択 

・男女共同参画推進本部設置 

・男女共同参画審議会発足 

・男女共同参画室設置 

 

・第4回世界女性会議（北京） 

 北京宣言及び行動綱領採択 

・「育児休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に

関する法律」（育児・介護休業

法）公布 

 

・「男女共同参画2000年 

プラン」策定 

・婦人参政権行使50周年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・芽ぶきの会結成 

 

・飯山婦人教育を考える会 

 結成 

 

 

・婦人団体懇談会開催 

 

 

・働く婦人の家建設促進 

 連絡協議会設置 

 

 

・市立飯山図書館（独立館）

開館 

 

・市長に働く婦人の家管理

運営に関する要望書提出 

・飯山市働く婦人の家開館 

 

・女性農業者セミナー開講 

 

 

 

 

 

 

 

・農村生活マイスター誕生 

 

・農村生活アドバイザー設置 

 

・子育てサロン設置 

 

 

・ふれあい朝市スタート 

 

 

 

・女性セミナー開設 

・初の女性農業委員誕生 

・飯山小学校に学童クラブ 

開設 

 

・木島小学校に学童クラブ 

開設 

・日本女性会議に初参加 

 

 

 

 

・初の休日市議会実施 

・いいやまふれあい市の会 

 発足 

人団体連絡協議会、飯山日赤奉仕団、生活改善推進協議会 

木島地区婦人会、保健補導員会、飯山くらしの会、飯山商工

会議所婦人部 

 ＜質問事項＞ 

 婦人の健康、物産センター、文化会館建設、働く婦人の家建

設、いじめ、老人問題、新幹線と駅周辺整備、婦人会館設置と

相談員設置、図書館建設運営、観光と誘客、人材銀行、高齢

化対策と在宅福祉、農業問題、通学路の外灯設置、ショッピン

グが楽しめるまちづくり、河川の汚濁と浄化、上段開発と住民

影響、農業災害対策と価格補償ほか 

 

・農村婦人学校修了生が、前年の集いを経て豊かなくらしづくり

を求めて42人で結成 

・県婦人教育指導者研修会受講者で結成 

 市議会一般質問傍聴、市長との懇談会、学習会等を定例化し

てスタート 

・婦人模擬議会の実施から働く婦人の家建設の動き始まる。 

・婦人会館（婦人活動の拠点）の建設要望を受けて、市の商工

観光課の呼びかけによる働く婦人の家建設のための懇談会が

開かれる 

・懇談会の動きを受けて設置されるが、先進地視察は公民館と

の併設館で独立館の構想薄く委員の一部に不満が残る。独立

館を望む声大きく、独立館と婦人活動の拠点としての施設運営

（女性館長の嘱託化）についての陳情書を市議会に提出。 

・待望の市立飯山図書館が開館 

 

 

 

 

 

 

・農村婦人学校を改名 

 

 

 

 

 

 

 

・農村女性の地域リーダーとして知事が認定 

 （11年現在500余名） 

・農村生活の活性化のため、普及センターへの情報提供・地域

の実態調査・仲間の意見要望を行政へ反映させる任を努める 

・子育て中の母親を中心に市に陳情し、保険センター内に開設 

 

 

・旧雪害試験地前で週1回始める。平成6年福祉ショップやまぼう

し前に、平成8年飯山駅前に移動 

 

 

・中央婦人学級を改名してスタート 

・議会推薦により2名 

 

 

 

 

 

・にいがた会議へ5人参加 以後8年うつのみや 10年あまがさき  

 11年はままつにも参加 

 

 

 

 

・ふれあい朝市の名称を改めて再スタート 
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年 国連・国・県 飯 山 市 摘     要 

 

 

 

 

 

 

1997年 

（H9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998年 

（H10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999年 

（H11） 

 

 

 

 

 

 

 

2000年 

（H12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001年 

（H13） 

 

 

 

 

 

 

 

2002年 

（H14） 

 

 

・「信州女性プラン21」策定 

・地域女性コミュニケーター 

設置 

・新長野県農村女性プラン 

策定 

 

・男女共同参画審議会設置

法 

 公布 

・男女雇用機会均等法/労働

基準法改正 

・県社会部に「女性課」設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県女性行政推進協議会の 

 構成員の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

・改正男女雇用機会均等法/ 

改正労働基準法/改正育

児・介護休業法施行(4/1) 

・男女共同参画社会基本法 

 公布・施行 

 

 

 

 

・県女性総合センターの愛称 

 「あいとぴあ」に決定 

・県男女共同参画推進委員

会 

 設置 

・国連女性2000年会議 

 (ニューヨーク) 

・男女共同参画基本計画策

定 

 

 

 

 

 

 

 

・内閣府男女共同参画局設

置 

・第1回男女共同参画週間 

・DV防止及び被害者の保護

に関する法律公布 

・県窓口  

男女共同参画課に改称 

 

 

 

・県男女共同参画社会づくり 

条例公布 

 

 

・地域女性コミュニケーター設

置 

 

 

 

 

・初の家族経営協定調印 

・女性問題懇話会開催 

 

・県主催「女と男ふれあい 

フェスティバル’97」を飯山市

で開催 

・農村女性プランアンケート 

 調査実施 

・子育てセミナー開設 

 

・戸狩観光協会女性部 

 「菜の花の夕餉」発表 

 

・女性問題市民意識調査 

委員会設置 

・飯山市農村女性団体 

連絡会結成 

・げんきがでるセミナー開催 

 

・女性議員を送り出す市民の

会設立 

・初の女性市議会議員誕生 

 

・いいやま農村女性夢プラン

策定 

・教育委員会生涯学習課に 

 女性係設置 

・飯山市女性行動計画策定 

 委員会設置 

・「いいやま女性 

フェスティバル’99」開催 

 

・「いいやま女性プラン21」 

 策定 

・女性農業委員議会推薦枠 

 廃止 

・女性農業委員5人誕生 

 

・ひよこの会 

各種学習会イベント等の 

有料託児実施 

・まちなか花いっぱい事業 

 

・「男の料理教室」で 

 伝承郷土料理指導 

 

・いいやま男女共同参画 

 市民会議設立 

・市窓口  

総務部人権政策課 

男女共同参画係に改組 

・割箸のリサイクル活動開始 

 

 

 

・あなたと私の共同参画講座 

 開講 

 

・学校給食へ地元供給開始 

・地域における男女共同参画活動の推進役、県と市・行政と

市民のパイプ役として知事が委嘱2名。その後平成10年3名

計5名となる 

 

 

 

・3家族、その後増えて平成11年で6家族となる。 

・市内各女性団体参加 県女性課長より行動計画策定の経

過などの講話あり。 

・市内女性団体参加 

農村女性グループ寸劇 

「農村のきのう・きょう・あした」披露 

・農村女性プラン策定に向け始動 

 

・子育てサロンの仲間が子育て支援センター、保健婦と連携

しながら自主的に運営 

・菜の花、アスパラなど春の食材を郷土食に盛り込んだ御膳

の作成 

 

・女性行動計画策定に向け、市民年代別500人を対象にアン

ケート調査実施 

・ふれあい市の会、芽ぶきの会、農業経営者協会婦人部、農

村生活マイスターの会、農村生活アドバイザーの会の5グル

ープ 

・飯山女性教育を考える会主催 講師 猪爪範子 

 女性議員擁立の気運高まる。 

・女性市議擁立に向けて設立 

 

・歴代最高得票で当選を果たす。 

 

 

 

・女性の係長就任 

 

・女性問題市民意識調査の結果を踏まえそれを基本とした

「女性行動計画」の策定を検討 

・女性団体の交流と行動計画の周知、ジェンダーチェックの

実施 

 

 

・策定記念講演会 

 

・農村女性団体連絡会は2期6年間続いた女性委員の議会

枠継続の要望書を市長・議長などに提出したが受理され

ず。 

・自らの立候補・地区推薦等により5名の候補者擁立、無投票

で全員当選 

・子育て中の女性を応援し社会に送り出すことを目的とした

有料ボランティアグループで、託児要請に対応しているが

利用者は年々増加の傾向にある。 

・飯山商工会議所女性会主催事業として中心街舗道にフラ

ワーポット設置 

・女性センターの講座で戸狩温泉おかみの会が指導 

 

 

・女性プラン21策定委員が発起人となり会員を募って設立し

たプランの推進組織 

 

 

 

・地域の発展に寄与する目的で設立された戸狩観光協会女

性部は、使用済の割箸を回収し製紙原料として製紙会社に

送る事業を開始。 

 

・男女共同参画意識の向上と中核となる指導者養成を目的と

した講座で、議会傍聴・公開講座等、受講者の自主運営に

よる講座（以後毎年開講） 

・農村女性団体連絡会が旬のおいしい野菜を子どもたちにと

の 
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2003年 

（H15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004年 

（H16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005年 

（H17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006年 

（H18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007年 

（H19） 

 

 

 

 

 

・次世代育成支援対策推進法 

 施行 

・県男女共同参画審議会設置 

・パートナーシップながの21 

改定 

 

 

 

 

 

 

 

・県担当課ユマニテ・人権 

尊重課に改組 

・DV防止及び被害者の保護に

関する法律公布 

・DV防止及び被害者の保護に

関する法律改正 

 

 

 

 

 

 

・第49回国連婦人の地位委員

会、通称「北京10」世界閣僚

級会合を開催（ニューヨーク） 

・第2次男女共同参画 

基本計画 策定 

・「女性の再チャレンジ支援 

 プラン」策定 

 

 

 

・第1回東アジア男女共同参画 

 担当大臣会合（東京） 

・男女共同参画推進本部決定 

 「国の審議会における女性委

員の登用の促進について」 

・男女雇用機会均等法改正/ 

 労働基準法一部改正 

・「女性再チャレンジ支援 

 プラン」改定 

・県男女共同参画センターに

指定管理者制度を導入、 

 同センターを「配偶者暴力相

談支援センター」に指定 

 

・第2回東アジア男女共同参画

担当大臣会合（ニューデリー） 

・改正男女雇用機会均等法/

改正配偶者暴力防止法施行 

・官民トップ会議にて「仕事と 

生活の調和憲章」、「仕事と 

生活の調和推進のための行

動指針」策定 

・内閣府「仕事生活の調和推

進室」設置 

・パートタイム労働法改正 

・第2次長野県男女共同参画 

供給開始 

 

・老人クラブで初の女性会長 

 誕生 

 

・老人クラブで初の男女共同

参画学習会 

 

・男女共同参画週間講演会 

 開催 

・飯山市食の風土記編纂委

員会発足 

 

 

 

 

 

・飯山市男女共同参画 

コミュニケーター設置 

・男女共同参画地域学習会 

 開く 

・学校給食の地元農産物 

利用市内小学校に広まる 

・初の女性市議会副議長 

誕生 

・戸狩観光協会女性部によ

るエコキャンドル活動開始/ 

 りんご豚料理取り組み開始 

 

・飯山食文化の会に名称 

変更 

・若妻キャラバン隊による県

知事訪問/りんご豚料理コ

ンテスト開催 

・いいやま市男女共同参画 

 プラン21策定 

・第2期いいやま農村女性夢

プラン策定 

 

・飯山赤十字病院の医師不

問題を考えるシンポジウム 

 開催 

 

 

・戸狩観光協会女性部 

 『りんご豚まん』地元生産 

 開始 

 

 

 

 

 

 

・医師確保に向けての署名

の取り組み 

 

・飯山市男女共同参画社会 

づくり条例制定 

願いを市教育委員・農業委員・栄養士等と話し合い実現させ

た。（戸狩小・木島小） 

 

 

 

・飯山地区公民館と老人クラブ・社協共催で行われている老燃

教室の一講座として、共同参画市民会議に講話要請 

毎年行う。 

・講演  

新しい家族の有り方「パートナーシップと子育て」 鈴木光司 

・「信州いいやま食の風土記」の内容を基に飯山の郷土色を次

世代に継承することにより、食育や地産地消の推進を図る。

H17年に「信州食の風土記」発刊と「第1回食の文化祭」を開催

する。H18年「飯山食ごよみ」を作成して市内全戸配布する。

H19年レシピ集「未来へつなごう ばあちゃんの味、かあちゃん

の味」発刊。 

 

・県コミュニケーター制度廃止により市単独で設置し6名を委嘱 

 

・家庭・地域における共同参画意識の啓発のため、地域の要請

に応えてコミュニケーター等が出向いて懇談。6地区実施。 

・市内8校で実施。 

 

・12月議会で承認され副議長に就任 

 

・信州りんごとみゆきポークを組合わせた名物料理で誘客につ

なげる取り組み。 

 

 

・「信州いいやま食の風土記」編纂終了後名称変更 

 

・戸狩観光協会女性部による県へのPR活動/一般から募集した

りんごと豚肉を使った料理コンテスト開催。 

 

 

 

 

 

 

・いいやま男女共同参画市民会議の例会で市内の産婦人科医

師不足が話題となり、情報収集や学習会をする。11月市長と産

婦人科・小児科医師不足について懇談する。12月シンポジウ

ムを開催し、その場で県知事へ「医師確保に関する要望書」を

提出。 

・県外業者に生産委託していた「りんご豚まん」を地元製造試作 

 開始（販売は19年から） 

 

 

 

 

 

 

 

・いいやま男女共同参画市民会議の例会で医師確保に向けて

の署名の取り組みを決定、会員で署名活動に取り組む。 

5月村井県知事との車座集会において17,770筆の署名提出。 
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年 国連・国・県 飯 山 市 摘     要 

 

 

2008年 

（H20） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009年 

（H21） 

 

 

 

 

2010年 

（H22） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年 

（H23） 

 

 

 

 

 

2012年 

（H24） 

策定 

 

・男女共同参画推進本部決

定 

 「女性の参加促進プログラ

ム」 

・女性差別撤廃条約実施状

況 

 第6回報告提出 

・男女雇用機会均等法 

改正施行 

 

 

 

 

 

 

・第3回東アジア男女共同参

画担当大臣会合（ソウル） 

・「女性首長大集合！～地

域・ 

 子育て・男女共同参画～」 

 における宣言 

 

・「北京15」世界閣僚級会合 

開催（ニューヨーク）141ヶ国 

が参加日本から21名出席 

・「第3次男女共同参画計画」 

閣議決定（少子高齢化や社 

会経済情勢の変化に対応

し 

た15の重点分野に成果目

標 

が設定された。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国連「女子差別撤廃委員

会」 

は日本における女子差別撤

廃条約に関する報告を審議

し、日本政府の取り組みが

進まないことを指摘する最

終見解を出す。 

 

・男女雇用機会均等法改正 

 

 

 

・長野県食育推進会議 

会長賞受賞/農村きらめき 

コンクール県知事賞受賞 

・いいやまエコ大賞事業 

開始 

・戸狩観光協会女性部 

 「エコキャップ活動」 

・農山村漁村女性の日記

念 

 の集いで女性グループの

生活生産に関する表 

 「優良賞」受賞 

 

・戸狩観光協会女性部 

 「エコ箸活動」開始 

 

 

 

 

・いいやま食文化の会  

加工所  「菜の花」開設 

・産業功労団体知事表彰 

受賞/飯山市長表彰 

・第3期いいやま農村女性 

 夢プラン策定 

・第2次男女共同参画計画 

 「いいやま男女共同参画 

プラン21」策定 

・飯山市人権同和男女共

同参画地域推進員設置 

・いいやま男女共同参画 

市民会議閉じる 

 

・飯山女性教育を考える会 

市内公衆トイレの点検調

査/市役所担当課との話

し合い/県政学習会/市政

学習会 

・男性のための料理教室/ 

企業出前講座/集落サロ

ン 

 

 

 

・農業委員男女共同参画 

 学習会開催 

・戸狩観光協会女性部 

 「戸狩温泉満喫御膳」販

売 

 

 

 

・飯山食文化の会「飯山の

食ごよみ」改訂版発行 

・「飯山人権政策に関する

基本方針」（いいやま女性

プラン21の推進） 

・農村女性団体連絡会によ

る区長会協議会へ要請 

・親子料理教室 

 

・女性農業委員3名選出さ

れる。 

・飯山市母子寡婦福祉 

協議会休会となる 

 

 

・飯山食文化の会が受賞 

 

 

・飯山商工会議所女性会主催事業として、エコ活動を推進し

ている団体を表彰する。 

・ペットボトルのキャップを回収しエコキャップ推進協議会へ

送付 

 

・飯山食文化の会が受賞 

 

 

 

 

・割箸からエコ箸に変えていくため希望を募り一括購入 

 

 

 

 

 

・笹ずしの受注販売/お弁当/オードブル/の受注販売を開始 

 

・飯山食文化の会が受賞 

 

 

 

 

 

 

・各地域から2名、担当地区において男女共同参画を推進 

 

・2001年に21プラン策定委員が発起人となり設立した組織は

それぞれが個々に所属する団体・組織等において実践活

動することとし発展的解散となる。 

・22～26年度継続実施 

 

 

 

 

・食生活改善推進協議会による市内在住の30歳以上の男性

を対象とした料理教室の実施/健康づくりのための食事の普

及や食育の推進/バランスの良い食事と減塩の普及（H22～

26年度 

 継続実施） 

 

 

 

・販売日限定/数量限定で実施。H24年5月10月、H25年11月

実施。現在、形を変えて宿で予約販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

・農業委員の改選に当たり各地区から女性の委員が選出さ

れるよう配慮を願う旨の要請を協議会長宛てに文書提出。 

・食生活改善推進協議会により、市内小中学生に健康づくり

のため（H25、26継続） 

・農村女性団体の推薦1名を含み3名が当選 

 

・これまでの活動記録「あゆみ」を作成し休会となる。 
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年 国連・国・県 飯 山 市 摘     要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年 

（H25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 

（H26） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 

（H27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男女雇用機会均等法施行 

・「DV防止及び被害者の保

護等に関する法律」一部改

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「輝く女性応援会議」 

 総理官邸で開催 

・すべての女性が輝く社会づ

くり本部設置 

 様々な状況に置かれた女性

が自らの希望を実施して輝

くことにより「女性の力」が十

分に発揮され社会の活性化

につなげる。 

 

 

 

・第3回国連防災会議 

 （仙台市において開催） 

・「北京+20」 

第59会国連婦人の地位委

員 

会 世界的レビュー 

・「女性と市長のふれあい 

トーク」始まる。 

・男女共同参画市職員研修

開催 

・飯山商工会議所女性会 

 創立30周年記念式典 

挙行 

・北信州野菜を食べようキャ

ンペーン実施/自殺予防

事業/低栄養予防、介護

食堂講座 

 

・飯山食文化の会 

「味蔵 月あかり」オープン 

・「ひよこの会」総会 

 子育て女性を応援し社会

に送り出すことを目的にサ

ービスを実施 

・男女共同参画に関する市

民意識調査の実施 

・郷土料理講習会 

 

 

・飯山食文化の会 

創立10周年 

・「TUNAGU」パートナーシ

ップ事業/子育て世代の食

生活支援事業（H26継続）

/地域見守り支え合い事業

（H26継続） 

・農村女性団体連絡会によ

る区長会協議会へ要請 

・第4期飯山農村女性 

 夢プラン策定 

 

・第三次男女共同参画 

 「いいやま男女共同参画 

 プラン21」策定 

・市内で活躍している女性グループとの懇談会を開始 

 

 

 

・1981年発足会員54名 

 

 

・食生活改善推進協議会による市内スーパー店頭で野菜料

理のレシピを配布（H25継続）/1人暮らしの人を対象に料理

のおすそわけなどを食べることを通して自殺予防を図る。/

在宅高齢者に低栄養予防の普及と介護食講座の実施。 

 

・おにぎりや笹ずし等、郷土料理を中心とした食事処 

 

・行政や関係機関からの託児を受領し年々依頼者が増加し

ている。その他、イオン中野ボランティア5人 センター未来

フェスティバルおでん作り7人 

 

 

 

・食生活改善推進協議会により、地元郷土料理の理解と継承

のため（H25、26継続実施） 

 

・記念式典/10周年記念 食文化祭(第5回) 

・食生活推進協議会による「減塩」、「野菜あと1皿」をテーマ

に家庭訪問等を実施/子育て世代を対象とした「減塩」「野

菜摂取量の増加」を目的とした生活支援/1人暮らしの人を

対象に自殺予防や心の健康増進を目的に食事作り講習会

を実施 

 

・農業委員の改選に当たり各地区から女性の委員が選出さ

れるよう配慮を願う旨の要請を協議会長宛てに文書提出 
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飯山市男女共同参画計画策定委員

 

飯山市男女共同参画計画策定の経過 
 

平成12年 ３月    「いいやま女性プラン21」第１次飯山市女性行動計画策定 

平成17年 ３月     第１次男女共同参画計画「いいやま男女共同参画プラン21」策定 

平成22年 ３月   第２次男女共同参画計画「いいやま男女共同参画プラン21」策定 

平成26年 ５月14日 第１回策定委員会 

飯山市男女共同参画計画策定委員委嘱 委員長 委員構成 

６月10日～７月10日 「男女共同参画に関する市民意識調査」実施 

10月６日～10月20日 「地域の自治会等における女性役員登用数調査」実施 

平成27年 １月30日 第２回策定委員会 

２月10日 第３回策定委員会 

２月20日 第４回策定委員会 

３月２日 第５回策定委員会 

３月11日 第６回策定委員会 

６月２日 第７回策定委員会（策定完了） 

６月15日 市長に計画案の報告 

 

 

 

 

氏   名 所 属 団 体 等 備  考 

今 井 寛 飯山市農業委員会 会長 

大 井 典 子 飯山女性教育を考える会 副会長 

岡 田 友 起 子 飯山商工会議所女性会 副会長 

坪 根 津 根 子 飯山市農村女性団体連絡会  

橋 爪 万 利 子 飯山市婦人団体連絡協議会  

丸 山 隆 一 飯山市企業人権教育推進協議会  

足 立 崇 みゆき野青年会議所  

宮 澤 章 榮 飯山市地区公民館長会  

江 尻 ふ さ 子 飯山人権擁護委員協議会  

宮 澤 栄 一 飯山市社会教育委員  

高 山 恒 夫 飯山市議会議員 
1 2 月 1 1 日 ま で 

西 條 豊 致 

渡 辺 美 智 子 飯山市議会議員  

本 木 幸 子 男女共同参画コミュニケーター  

柴 田 祐 美 子 公募  

（敬称略） 
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